
特定個人情報等の適正な取扱い 

に関する基本方針 

 

一般社団法人都城青年会議所 

 

この法人は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年５月

３１日法律第２７号。以下、「番号法」といいます。）

に基づく個人番号及び特定個人情報（以下、個人番号

と併せて「特定個人情報等」といいます。）の適正な

取扱いの確保について組織として取り組むため基本

方針を定めます。 

 

１ 事業者の名称 

一般社団法人都城青年会議所 

 

２ 関係法令・ガイドライン等の遵守 

この法人は、番号法、個人情報の保護に関する法

律及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイ

ドライン（事業者編）を遵守して、特定個人情報等

の適正な取扱いを行います。 

 

３ 安全管理措置に関する事項 

この法人は、特定個人情報等の安全管理措置に関

して、別途、一般社団法人都城青年会議所特定個人

情報等取扱規程を定めています。 

 

４ ご質問等の窓口 

この法人における特定個人情報等の取扱いに関

するご質問やご苦情に関しては下記の窓口にご連

絡ください。 

 

【法人名】  一般社団法人都城青年会議所 

【窓 口】  事務局 

【ＴＥＬ】  （０９８６）２３－０５０２ 

【ＦＡＸ】  （０９８６）２３－０８１４ 

【E-mail】  info@miyakonojo-jc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 都城青年会議所 

特定個人情報等取扱規程 

 

第１章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、一般社団法人都城青年会議所（以下「こ

の法人」という。）が、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成２５年５月３１日法

律第２７号。以下「番号法」という。）、個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号、以下「個人情報保護法」とい

う。）、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

（事業者編）及び定款第６３条に基づき、個人番号及び特定個

人情報の適正な取扱いの確保に関して必要な事項を定める

ことにより、この法人の事業の適正かつ円滑な運営を図りつ

つ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

（定 義） 

第２条 この規程で掲げる用語の定義は、次の各号に定めると

ころによる。 

⑴ 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、

次のいずれかに該当するものをいう。 

イ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁的方式（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式をいう。）で作られる記録をいう。）に

記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の

方法を用いて表された一切の事項（個人情報保護法第２

条第２項に規定する個人識別符号を除く。）をいう。以

下同じ。）により特定の個人を識別することができるも

の（他の情報と容易に照合することができ、それにより

特定の個人を識別することができることとなるものを

含む。） 

ロ 個人情報保護法第２条第２項に規定する個人識別符

号が含まれるもの 

⑵ 「個人番号」とは、番号法第７条第１項又は第２項の規

定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、

当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別す

るために指定されるものをいう（番号法第２条第６項及び

第７項、第８条並びに第４８条並びに附則第３条第１項から

第３項まで及び第５項における個人番号）。 

⑶ 「特定個人情報」とは、個人番号（個人番号に対応し、

当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符
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号であって、住民票コード以外のものを含む。番号法第７

条第１項及び第２項、第８条並びに第４８条並びに附則第３

条第１項から第３項まで及び第５項を除く。）をその内容

に含む個人情報をいう。 

⑷ 「特定個人情報等」とは、個人番号及び特定個人情報を

併せたものをいう。 

⑸ 「個人情報ファイル」とは、個人情報を含む情報の集合

物であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて

検索することができるように体系的に構成したもののほ

か、特定の個人情報を容易に検索することができるように

体系的に構成したものとして個人情報保護法施行令で定

めるものをいう。 

⑹ 「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に

含む個人情報ファイルをいう。 

⑺ 「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、

独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法

第９条第１項又は第２項の規定によりその保有する特定

個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及

び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理

する事務をいう。 

⑻ 「個人番号関係事務」とは、番号法第９条第３項の規定

により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番

号を必要な限度で利用して行う事務をいう。 

⑼ 「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を

処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託

を受けた者をいう。 

⑽ 「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を

処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託

を受けた者をいう。 

⑾ 「役職員」とは、正会員、特別会員（監事、直前理事長

又は特別アドバイザーに就任する者に限る。）及びこの法

人との間に雇用関係のある従業者（正社員、契約社員、嘱

託社員、パート社員及びアルバイト社員等）をいう。 

⑿ 「事務取扱担当者」とは、この法人内において、個人番

号を取り扱う事務に従事する者をいう。 

⒀ 「取扱区域」とは、特定個人情報等を取り扱う事務を実

施する区域をいう。 

２ その他この規程における用語は、他に特段の定めのない限

り、番号法その他の関係法令の定めに従う。 

（個人番号を取り扱う事務の範囲） 

第３条 この法人が個人番号を取り扱う事務の範囲は次のと

おりとする。 

役職員（扶養家

族を含む）に係

る個人番号関係

事務（右記に付

随する事務を含

む） 

給与所得の源泉徴収票作成事務 

雇用保険届出事務 

労働者災害補償保険法に基づく請求に

関する事務 

国民年金の第三号被保険者の届出事務 

役職員以外の個

人に係る個人番

号関係事務（右

記に付随する事

務を含む） 

報酬・料金等の支払調書作成事務 

不動産の使用料等の支払調書作成事務 

（取り扱う特定個人情報等の範囲） 

第４条 前条においてこの法人が個人番号を取り扱う事務に

おいて使用される個人番号及び個人番号と関連付けて管理

される特定個人情報は次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 役職員又は役職員以外の個人から、番号法１６条に基づく

本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書

類（個人番号カード、通知カード、身元確認書類等）及び

これらの写し 

⑵ この法人が税務署等の行政機関等に提出するために作

成した法定調書及びこれらの控え 

⑶ この法人が法定調書を作成するうえで役職員又は役職

員以外の個人から受領する個人番号が記載された申告書

等 

⑷ その他個人番号と関連づけて保存される情報 

２ 第１項各号に該当するか否かが定かでない場合は、事務取

扱責任者が判断する。 

 

第２章 安全管理措置 

第１節 組織的安全管理措置 

 

（組織体制） 

第５条 この法人は、次の各号に定める者を事務取扱担当者及

び事務取扱責任者とする。 

⑴ 事務取扱担当者  事務局員 

⑵ 事務取扱責任者  専務理事 

２ 事務取扱担当者は、特定個人情報等の保護に十分な注意を

払ってその業務を行うものとする。 

３ 事務取扱責任者は、次に掲げる業務を所管する。 

⑴ 特定個人情報等の利用申請の承認及び記録等の管理 

⑵ 特定個人情報等を取り扱う保管媒体の設置場所の指定

及び変更の管理 



⑶ 特定個人情報等の取扱区域及び権限についての設定及

び変更の管理 

⑷ 特定個人情報等の取扱状況の把握 

⑸ 特定個人情報等の安全管理に関する教育・研修の企画及

び実施 

⑹ その他特定個人情報等の安全管理に関する事項 

（特定個人情報等の取扱状況の記録） 

第６条 この法人は、特定個人情報等の取得、利用、保存、提

供及び削除・廃棄等にあたっては、後に取扱状況が確認でき

るよう、適宜の方法で特定個人情報等の取扱状況が分かる記

録を保存するものとする。取扱状況の記録には、個人番号を

記載してはならない。 

（役職員の義務） 

第７条 この法人の役職員又は役職員であった者は、業務上知

り得た特定個人情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は

不当な目的に使用してはならない。 

２ 特定個人情報等の漏えい、滅失若しくは毀損の発生その他

この規程に違反している事実又は兆候を把握した役職員は、

その旨を事務取扱責任者に報告するものとする。 

（情報漏えい等事案への対応） 

第８条 事務取扱責任者は、前条第２項の事実若しくは兆候を

知り、又はそのおそれがあること知ったときには、遅滞なく

理事長に報告するとともに、速やかに次に掲げる対応を行う

ものとする。 

⑴ 理事会における報告及び被害の拡大防止 

⑵ 事実関係の調査及び原因の究明 

⑶ 影響範囲の特定 

⑷ 再発防止策の検討・実施 

⑸ 影響を受ける可能性のある本人への連絡 

⑹ 事実関係、再発防止策等の公表 

（取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し） 

第９条 この法人は、特定個人情報等の取扱状況を把握し、安

全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組むため、監査責

任者を任命し、少なくとも毎年 1回、取扱状況を点検し、安

全管理措置を見直す。 

２ この法人は、前項の監査責任者を監事とする。 

（苦情対応） 

第１０条 この法人は、特定個人情報等の取扱いに関する苦情

（以下「苦情」という。）について必要な体制整備を行い、

苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとす

る。 

２ 苦情対応の責任者は、専務理事とする。 

 

第 2節 人的安全管理措置 

 

（役職員の監督・教育） 

第１１条 この法人は、特定個人情報等がこの規程に基づき適正

に取り扱われるよう、役職員に対して必要かつ適切な監督・

教育を行うものとする。 

（事務取扱担当者の教育・研修） 

第１２条 この法人は、この規程に定められた事項を理解し、遵

守するとともに、事務取扱担当者にこの規程を遵守させるた

めの教育・研修を企画及び実施する責任を負う。 

２ 事務取扱担当者は、事務取扱責任者が主催するこの規程を

遵守させるための教育を受けなければならない。 

 

第３節 物理的安全管理措置 

 

（特定個人情報等を取り扱う区域の管理） 

第１３条 この法人は、取扱区域において、壁又は間仕切り等の

設置、及び事務取扱担当者以外の者の往来が少ない場所への

座席配置や、後ろから覗き見される可能性が低い場所への座

席配置等に努める。 

（機器及び電子媒体等の盗難等の防止） 

第１４条 この法人は、取扱区域における特定個人情報等を取扱

う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するた

めに、次の各号に掲げる措置を講じる。 

⑴ 特定個人情報等を取り扱う電子媒体又は書類等を施錠

できるキャビネット・書庫等に保管する。 

⑵ 特定個人情報等の取り扱う機器は、離席時にロックする。 

⑶ 特定個人情報等を取り扱う電子媒体又は書類等を取扱

区域から持ち運ぶ場合には、事務取扱責任者の承認を得な

ければならない。 

⑷ この法人が管理すべき特定個人情報等は、役職員の私物

パソコン等で取り扱ってはならない。 

（電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止） 

第１５条 この法人は、次の各号に掲げる場合を除き、特定個人

情報等が記録された電子媒体又は書類等の持ち運び（特定個

人情報等を取扱区域から外へ移動させること又は当該区域

の外から当該区域へ移動させることをいい、事業所内での移

動等も含まれる。）を禁止する。 

⑴ 個人番号関係事務に係る外部委託先に委託事務を実施

するうえで必要と認められる範囲内でデータを提供する

場合 

⑵ 行政機関等への法定調書の提出等、この法人が実施する

個人番号関係事務に関して個人番号利用事務実施者に対



しデータ又は書類を提出する場合 

２ 事務取扱担当者は、特定個人情報等が記録された電子媒体

又は書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入

し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な

方策を講ずるものとする。 

（個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄） 

第１６条 この法人は、次の各号に定める特定個人情報等を削除

し又は廃棄する場合には、当該各号に定める方法により削除

し又は廃棄するものとする。 

⑴ 特定個人情報等が記載さ

れた書類を廃棄する場合 

焼却、溶解又は復元できな

い程度に細断可能なシュ

レッダーの利用若しくは

個人番号部分を復元でき

ない程度のマスキングを

行う。 

⑵ 特定個人情報等が記録さ

れた機器又は電子媒体等

を廃棄する場合 

専用のデータ削除ソフト

ウェアを利用し又は物理

的な破壊を行う。 

⑶ 特定個人情報等を取り扱

う情報システム又は機器

等において、特定個人情

報ファイル中の個人番号

又は一部の特定個人情報

等を削除する場合 

データ復元用の専用ソフ

トウェア、プログラム、装

置等を用いなければ復元

できない手段で削除する。 

２ この法人は、個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削

除し又は電子媒体若しくは書類等を廃棄した場合には、削除

し又は廃棄した記録を保存する。これらの作業を委託する場

合には、委託先が確実に削除し又は廃棄したことについて、

証明書等により確認する。 

 

第４節 技術的安全管理措置 

 

（技術的安全管理措置） 

第１７条 この法人は、事務取扱担当者及び当該事務で取り扱う

特定個人情報ファイルの範囲を限定するために、次に掲げる

安全管理措置を講じるものとする。 

⑴ 特定個人情報等を取り扱う機器を特定する。 

⑵ 前号の機器を使用する事務取扱担当者を限定する。 

⑶ 適切なアクセス制御を行う。 

２ この法人は、情報システムを外部からの不正アクセス又は

不正ソフトウェアから保護するため、以下次に掲げる措置を

講じる。 

⑴ 本会の情報システムと外部ネットワークとの接続箇所

にファイアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断する。 

⑵ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェ

ア等（ウイルス対策ソフトウェア等）を導入する。 

⑶ 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新

機能等の活用により、ソフトウェア等を最新状態とする。 

３ この法人は、特定個人情報等をインターネット等により外

部に送信する場合には、通信経路の暗号化を行うよう努める。 

 

第３章 特定個人情報等の取得 

 

（特定個人情報等の適正な取得） 

第１８条 この法人は、特定個人情報等を取得するときは、適法

かつ公正な手段によって行うものとする。 

（特定個人情報等の利用目的） 

第１９条 この法人が、役職員又は第三者から取得する特定個人

情報等の利用目的は、第３条に掲げた個人番号を取り扱う事

務の範囲内とする。 

２ この法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用

目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で

行うものとする。 

（特定個人情報等の取得時の利用目的の通知等） 

第２０条 この法人は、特定個人情報等を取得した場合は、あら

かじめその利用目的を通知又は公表している場合を除き、速

やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものと

する。 

２ この法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約

を締結することに伴って契約書その他の書面（電子的方式等

で作られる記録を含む。）に記載された当該本人の特定個人

情報等を取得する場合その他本人から直接書面に記載され

た当該本人の特定個人情報等を取得する場合は、あらかじめ

本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、

人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場

合は、この限りでない。 

３ この法人は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目

的について、本人に通知し、又は公表するものとする 

４ 前３項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

⑴ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人

又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する

おそれがある場合 

⑵ 利用目的を本人に通知し、又は公表することによりこの

法人の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 

⑶ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、利用

目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の

遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

⑷ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認めら

れる場合 

（個人番号の提供の要求） 

第２１条 この法人は、第３条に掲げる事務を処理するために必

要がある場合に限り、本人又は他の個人番号関係事務実施者

若しくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供

を求めることができるものとする。 

（個人番号の提供を求める時期） 

第２２条 この法人は、第３条に定める事務を処理するために必

要があるときに、個人番号の提供を求めることとする。 

２ 前項にかかわらず、本人との法律関係等に基づき、個人番

号関係事務の発生が予想される場合には、契約を締結した時

点等の当該事務の発生が予想できた時点で個人番号の提供

を求めることが可能であるものとする。 



（個人番号の提供の求めの制限） 

第２３条 この法人は、番号法第１９条各号のいずれかに該当し、

特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人

（自己と同一の世帯に属するもの以外の者をいう。次条及び

第３１条において同じ。）の個人番号の提供を求めてはならな

い。 

（特定個人情報等の収集制限） 

第２４条 この法人は第３条に定める事務の範囲を超えて他人

の特定個人情報等を収集しないものとする。 

（本人確認） 

第２５条 この法人は、本人又はその代理人から個人番号の提供

を受けるときは、番号法第１６条の規定に従い、本人確認を行

うものとする。 

（取得に関する安全管理措置） 

第２６条 この法人は、特定個人情報等の取得に関し、第２章（安

全管理措置）に定める安全管理措置を講じるものとする。 

 

第４章 特定個人情報等の利用 

 

（利用目的外の利用の制限） 

第２７条 この法人は、第１９条の規定により特定された利用目的

の達成に必要な範囲を超えて特定個人情報等を取り扱わな

いものとする。 

２ この法人は、合併その他の事由により他の法人等から事業

を承継することに伴って特定個人情報等を取得した場合は、

承継前における当該特定個人情報等の利用目的の達成に必

要な範囲を超えて、当該特定個人情報等を取り扱わないもの

とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、第１９条の規定により特定された利用目的の範囲

を超えて特定個人情報等を取り扱うことができるものとす

る。 

⑴ 番号法第９条第４項の規定に基づく場合 

⑵ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合

であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ること

が困難である場合 

（特定個人情報ファイルの作成の制限） 

第２８条 この法人は、番号法第１９条第１１号から第１４号までのい

ずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受

けることができる場合を除き、個人番号関係事務を処理する

ために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成し

ないものとする。 

（利用に関する安全管理措置） 

第２９条 この法人は、特定個人情報等の利用に関し、第２章（安

全管理措置）に定める安全管理措置を講じるものとする。 

 

第５章 特定個人情報等の保管 

 

（特定個人情報等の正確性の確保） 

第３０条 この法人は、第１９条に掲げる利用目的の達成に必要な

範囲において、特定個人情報等を正確かつ最新の内容に保つ

よう努めるものとする。 

（特定個人情報等の保管制限） 

第３１条 この法人は、第３条に定める事務の範囲を超えて他人

の特定個人情報等を保管しないものとする。 

（保管に関する安全管理措置） 

第３２条 この法人は、特定個人情報等の保管に関し、第２章（安

全管理措置）に定める安全管理措置を講じるものとする。 

 

第６章 特定個人情報等の提供 

 

（特定個人情報等の提供制限） 

第３３条 この法人は、番号法第１９条各号のいずれかに該当する

場合を除き、特定個人情報等の提供をしてはならない。 

（提供に関する安全管理措置） 

第３４条 この法人は、特定個人情報等の提供に関し、第２章（安

全管理措置）に定める安全管理措置を講じるものとする。 

 

第７章 特定個人情報等の開示、 

訂正等、利用停止等 

 

（特定個人情報等の開示等） 

第３５条 この法人は、本人から、当該本人が識別される特定個

人情報等について、書面又は口頭により、その開示（当該本

人が識別される特定個人情報等を保有していないときにそ

の旨を知らせることを含む。以下同じ。）の申出があったと

きは、身分証明書等により本人であることを確認のうえ、開

示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号

のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しな

いことができる。 

⑴ 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を

害するおそれがある場合 

⑵ この法人の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすお

それがある場合 

⑶ 他の法令に違反することとなる場合 

２ 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出

をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示を

することができる。 

３ 特定個人情報等の開示又は不開示の決定の通知は、本人に

対し、書面により遅滞なく行うものとする。 

（特定個人情報等の訂正等） 



第３６条 この法人は、本人から、当該本人が識別される特定個

人情報等の内容が事実でないという理由によって当該特定

個人情報等の内容の訂正、追加又は削除（以下「訂正等」と

いう。）を求められた場合には、その内容の訂正等に関して

他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を

除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必

要な調査を行い、その結果に基づき、当該特定個人情報等の

内容の訂正等を行うものとする。 

２ この法人は、前項の規定に基づき求められた特定個人情報

等の内容の訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の

決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨（訂正等

を行ったときは、その内容を含む。）を通知するものとする。 

３ この法人は、前項の通知を受けた者から、再度申出があっ

たときは、前項と同様の処理を行うものとする。 

４ この法人は、第２項又は前項の規定により、本人から求め

られた訂正等の全部又は一部について、その訂正等をとらな

い旨を通知する場合又はその訂正等と異なる措置をとる旨

を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努

めるものとする。 

（特定個人情報等の利用停止等） 

第３７条 この法人は、本人から、当該本人が識別される特定個

人情報等が第２７条の規定に違反して取り扱われているとい

う理由又は第２４条の規定に違反して取得されたものである

という理由によって、当該特定個人情報等の利用の停止又は

消去（以下「利用停止等」という。）を求められた場合、又

は第３３条の規定に違反して第三者に提供されているという

理由によって、当該特定個人情報等の第三者への提供の停止

（以下「第三者提供の停止」という。）を求められた場合で、

その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当

該特定個人情報等の利用停止等又は第三者提供の停止を行

うものとする。ただし、当該特定個人情報等の利用停止等又

は第三者提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利

用停止等又は第三者提供の停止を行うことが困難な場合で

あって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わる

べき措置をとるときは、この限りでない。 

２ この法人は、前項の規定に基づき求められた特定個人情報

等について、利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を

行わない旨の決定をしたとき、又は第三者提供の停止を行っ

たとき若しくは第三者提供の停止を行わない旨の決定をし

たときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものと

する。 

３ 前条第３項及び第４項は本条に準用する。 

 

第８章 特定個人情報等の廃棄・削除 

 

（特定個人情報等の削除・廃棄） 

第３８条 この法人は、個人番号関係事務を処理する必要がなく

なった場合で、かつ、所管法令において定められている保存

期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに削

除し又は廃棄するものとする。ただし、その個人番号部分を

復元できない程度にマスキング又は削除した場合には、保管

を継続することができるものとする。 

（特定個人情報等を誤って収集した場合の措置） 

第３９条 役職員は、誤って特定個人情報等の提供を受けた場合、

自ら当該特定個人情報を削除し又は廃棄してはならず、速や

かに事務取扱責任者に報告しなければならない。 

２ 事務取扱責任者は、前項の報告を受けた場合には、第１６条

に従い当該特定個人情報等をできるだけ速やかに削除又は

廃棄し、その記録を保存するものとする。 

（削除・廃棄に関する安全管理措置） 

第４０条 この法人は、特定個人情報等の削除・廃棄に関し、第

２章（安全管理措置）に定める安全管理措置を講じるものと

する。 

 

第９章 特定個人情報等の取扱いの委託 

 

（委託先の監督） 

第４１条 この法人は、特定個人情報等の取扱いの全部又は一部

をこの法人以外の者に委託するときは、委託先において番号

法に基づきこの法人が果たすべき安全管理措置と同等の措

置が講じられているか否かについてあらかじめ確認したう

えで、原則として委託契約において、特定個人情報等の安全

管理について委託先が講ずべき措置を明らかにし、委託先に

対する必要かつ適切な監督を行うものとする。 

２ 委託先が特定個人情報等の取扱いの全部又は一部を再委

託する場合には、この法人の許諾を得るものとする。再委託

が行われた場合には、この法人は、委託先が再委託先に対し

て必要かつ適切な監督を行っているかについて監督するも

のとする。 

 

第１０章 雑 則 

 

（その他） 

第４２条 この規程の実施に必要な規則等は、別途定めるものと



する。 

 

附 則（平成３０年１２月４日改正） 

この規程は、総会の承認を経て、公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律第２９条第１項第４号に定める公益

認定の取消しの処分を受けた日から施行する。 

総会承認日  平成３０年６月２８日 

取消処分日  平成３０年１２月 日 


